
議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

知事からの意見聴取に対する回答の承認について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により知事から意見を求めら

れた平成29年９月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府教育委員会事務決裁

規則第５条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回答した。 

この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第７条第２項に基づき承認する。 

平成29年11月17日 

大阪府教育委員会       

○事件議決案 

１ 工事請負契約締結の件（大阪府立吹田東高等学校校舎棟改築工事） 

２ 大阪府立淀川工科高等学校における学校指定物品の引渡しに係る代金の請求に関する

和解の件 

○条 例 案 

１ 職員の育児休業等に関する条例一部改正の件 

２ 大阪府立学校条例等一部改正の件 

＜参考＞ 

○大阪府教育委員会事務決裁規則 

（事務の専決及び代決） 

第５条 第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教育長がその

事項を代決することができる。 

（専決した事項等の報告） 

第７条  （略） 

 ２ 第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会議において

報告し、その承認を受けるものとする。 
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知事から意見聴取があった議案一覧

○事件議決案

番号 件     名 概          要 備 考

１ 工事請負契約締結

の件（大阪府立吹

田東高等学校校舎

棟改築工事）

大阪府立吹田東高等学校校舎棟改築工事請負契約

契約金額  ２３億１，１２０万円

請 負 者  コーナン・富国特定建設工事共同事業体

工事内容  耐震対策のための校舎棟改築工事

－

２ 大阪府立淀川工科

高等学校における

学校指定物品の引

渡しに係る代金の

請求に関する和解

の件

平成 29年９月４日になされた大阪府立淀川工科高等学校
の生徒の保護者への学校指定物品の引渡しにより、当該保護

者から双葉給食株式会社の下請業者に損害賠償請求権が移転

したことによる当該物品の代金の請求に関して、民法（明治

29年法律第 89号）第695条の規定により和解するもの。
－

○条例案

番号 件     名 概          要 備 考

１ 職員の育児休業等

に関する条例一部

改正の件

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、非常

勤職員の子が１歳６か月に達する日の翌日から２歳に達する

日まで育児休業をすることができる場合を定める。 

施行日：公布の日

教育委員会を含む大

阪府全体に関するも

の

２ 大阪府立学校条例

等一部改正の件

大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画に基づ

き、大阪府立淀川清流高等学校及び大阪府立大正白稜高等学

校を設置するとともに、大阪府立北淀高等学校、大阪府立泉

尾高等学校及び大阪府立大正高等学校を閉校する。

施行日：平成３０年１月１日ほか

教育委員会所管条例

【７月21日の教育委

員会会議において統

合整備により平成30

年度に新たに開校す

る予定の高等学校の

校名について決定済

み】
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